


3

基本方針と整備計画の
河川法における位置付け

4

（河川整備基本方針）

河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事
及び河川の維持（次条において「河川の整備」という。）についての基本となるべき方針に関
する事項（以下「河川整備基本方針」という。）を定めておかなければならない。

３ 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備
審議会の意見を聴かなければならない。

第１６条

（河川整備計画）

第１６条の２ 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間につ
いて、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」という。）を定めておかなければ
ならない。

２ 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域
に存する河川にあっては当該公害防止計画との調整を図って、政令で定めるところにより、
当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、
河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水が発生している区域に
つき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮
しなければならない。

３ 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める
ときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

４ 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催
等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

５ 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところに
より、関係都道府県知事又は関係市町村の意見を聴かなければならない。

※ 河川法より抜粋河川法河川法

4
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• 旧制度• 旧制度

河川法改正について

○ 内 容
基本方針
基本高水
計画高水流量配分
主要な河川工事の内容

等

工事実施基本計画

○ 内 容
基本方針
基本高水
計画高水流量配分

等

河川整備基本方針
社会資本整備審議会（一級河川）
都道府県河川審議会（二級河川）

○ 内 容
河川整備の目標
河川工事、河川の維持の内容 等

河川整備計画

• 新制度• 新制度

原案

河川審議会（一級河川）

学識経験者

公聴会の開催等による住民意見の反映

地方公共団体の長

必要な場合

河川整備計画の案の決定

意見

河川整備計画の決定・公表

河川工事、河川の維持河川工事、河川の維持河 川 工 事河 川 工 事

意見

意見意見

（都道府県河川審議会がある場合）

※ 第１回 九頭竜川流域委員会説明

社会資本整備審議会の意見
を聴いて、河川管理者が定
めます。

河川整備計画は、河川整備
基本方針に即し、定めます。

必要があると認めるときには、
学識経験者の意見を聴き、ま
たは、住民意見を聴取し反映
させるために必要な措置を講
ずるものです。
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○ 内 容
河川整備の目標
河川工事、河川の維持の内容 等

河川整備計画

原案

学識経験者

公聴会の開催等による住民意見の反映

地方公共団体の長

必要な場合

河川整備計画の案の決定

意見

河川整備計画の決定・公表

意見

※ 第１回 九頭竜川流域委員会説明

九頭竜川水系の河川整備計画策定に向け、
その原案や関係住民の意見の聴取方法につ
て意見を頂くことを趣旨として「九頭竜川流域
委員会」を設置しました。

第一回九頭竜川流域委員会説明
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工事実施基本計画から
河川整備基本方針へ
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治　水　計　画 着手の契機
計画高水流量

(基本高水流量)
工　　事　　内　　容

九頭竜川第一期改修計画
　　　　　(明治３１年策定)

明治１８年
明治２８年
明治２９年
明治３２年の４大洪水

(九頭竜川)

布施田　４,１７０ｍ
3
/ｓ

中   角　３,０５８ｍ
3
/ｓ

(日野川)

深   谷　１,６６７ｍ
3
/ｓ

(足羽川)

前   波　   ６９５ｍ
3
/ｓ

九頭竜川左岸約２１．４㎞、右岸約２３．４㎞の築堤。
日野川左岸約５．１㎞、右岸４．３㎞の築堤。
足羽川右岸１２．６㎞、左岸１０．８㎞の築堤。
七瀬川左右岸延３．２㎞の築堤。
河口部の浚渫。
足羽川は水越地内で放水路を新設。
荒川水門等。

九頭竜川第二期改修計画
　　　　　(明治４３年策定)

明治時代の４大洪水 (日野川)

三尾野　１,３８９ｍ
3
/ｓ

日野川増水時の支川筋への逆流被害防止を目的に、築堤あるいは修築、
河道掘削・浚渫。
浅水川のショートカット。
狐川に水門を設置。
その他

九頭竜川再改修計画
　　　　　(昭和３０年策定)

昭和２８年９月
台風１３号出水

布施田　５,４００ｍ
3
/ｓ

中   角　３,０５８ｍ
3
/ｓ

深   谷　２,８３０ｍ
3
/ｓ

三尾野　２,０４０ｍ
3
/ｓ

天   神　   ８９０ｍ
3
/ｓ

低水路の浚渫。
高水敷の掘削による河積拡大と堤防嵩上・補強浚渫。
掘削土は湿田の乾田化に使用する。
水制の補強、樋門樋管の改築。
その他

改修変更計画
　　　　　(昭和３５年策定)

昭和３４年８月台風７号
出水及び９月台風１５号
出水

布施田　５,４００ｍ
3
/ｓ

          (６,４００ｍ
3
/ｓ)

中   角　３,８００ｍ
3
/ｓ

          (５,３００ｍ
3
/ｓ)

深   谷　２,８３０ｍ
3
/ｓ

三尾野　２,０４０ｍ
3
/ｓ

天   神　   ８９０ｍ
3
/ｓ

九頭竜ダム建設による洪水調節を検討。

◇治水計画の変遷◇治水計画の変遷
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◇治水計画の変遷◇治水計画の変遷

治　水　計　画 着手の契機
計画高水流量

(基本高水流量)
工　　事　　内　　容

九頭竜川水系
　　工事実施基本計画
　　　　　(昭和４１年策定)

昭和４１年の一級水系
指定

布施田　５,４００ｍ
3
/ｓ

          (６,４００ｍ
3
/ｓ)

中   角　３,８００ｍ
3
/ｓ

          (５,３００ｍ
3
/ｓ)

九頭竜ダムの建設。
九頭竜川、日野川の堤防拡築、河道掘削・浚渫、護岸、水制の施工。
その他

九頭竜川水系
　　工事実施基本計画
　　(第１回改定)
　　　　　(昭和４３年策定)

昭和４０年の奥越豪雨 布施田　５,４００ｍ
3
/ｓ

          (８,０００ｍ
3
/ｓ)

中   角　３,８００ｍ
3
/ｓ

          (６,４００ｍ
3
/ｓ)

深   谷　２,８３０ｍ
3
/ｓ

          (３,２００ｍ
3
/ｓ)

三尾野　２,４００ｍ
3
/ｓ

          (２,４００ｍ
3
/ｓ)

前   波　   ７００ｍ
3
/ｓ

          (１,１００ｍ
3
/ｓ)

真名川ダムなど上流ダム群による洪水調節。
九頭竜川、日野川の築堤・護岸および拡築、河道掘削による河積拡大。
江端川・荒川・狐川などの低地河川の内水対策。
その他

九頭竜川水系
　　工事実施基本計画
　　(第２回改定)
　　　　　(昭和５４年策定)
　　　　　(平成 ６年部分改定)

昭和４７年９月台風２０
号出水、昭和５０年８月
台風６号出水

布施田　９,２００ｍ
3
/ｓ

       (１２,５０００ｍ3/ｓ)

中   角　５,５００ｍ
3
/ｓ

          (８,６００ｍ
3
/ｓ)

深   谷　４,８００ｍ3/ｓ

          (５,４００ｍ
3
/ｓ)

三尾野　３,３００ｍ
3
/ｓ

          (３,３００ｍ
3
/ｓ)

前   波　１,８００ｍ
3
/ｓ

          (２,６００ｍ
3
/ｓ)

２日雨量の超過確率１/１５０で計画の見直しを図る。
上流の多目的ダム群による洪水調節と水資源の合理的利用の促進。
九頭竜川堤防の新築・拡築、河道掘削。
日野川五大引堤などの促進。　内水対策。
足羽川ダム建設。
その他
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• 重要度を判定する資料として

氾濫面積、氾濫区域内人口、氾濫区域内資産、氾濫
区域内工業出荷額、氾濫区域内人口密度、氾濫区域
内資産密度、氾濫区域内工業出荷額密度、流域面積
の八項目を採用

• 河川流域の重要度に応じて計画規模を設定

直轄河川1/100～1/200、中小河川1/50、都市河
川1/50～1/100

◇計画規模について◇計画規模について

計画規模の設定状況
河川名

利根川
荒川
多摩川
庄内川
木曽川
淀川
大和川
石狩川
信濃川
神通川
富士川
豊川
大淀川
白川
沙流川（北海道）
荒川（新潟県）
手取川
天神川
江の川

１／１００
１／１００
１／１００
１／１００

１／１５０
(１／１５０)
１／１５０
１／１００

１／１５０
１／１５０
１／１５０
１／１５０

１／２００
１／２００
１／２００
１／２００

計画規模
１／２００
１／２００
１／２００

11
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九頭竜川水系工事実施基本計画の内容九頭竜川水系工事実施基本計画の内容
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既定計画（工事実施基本計画）の検証既定計画（工事実施基本計画）の検証

中角地点、深谷地点、天神橋地点
において基本高水のピーク流量の妥当性について検証

《河川整備基本方針》
基準地点中角に加え、日野川の深谷、足羽川の天神橋を

基準地点としています。

《既定計画》 基準地点 ：中角地点

主要地点 ：深谷地点、前波地点（天神橋地点）

日野川・足羽川の洪水防御対象
区域には水系全体の主たる洪水
防御対象区域である福井市街地
がある。

15

16

検証の方法検証の方法

１．年 大流量等の経年変化から検証

・既定計画策定後に計画を変更するような大きな降雨・洪水がな
いか

２．流量確率による検証

・確率分布モデルによる推定値の範囲にあるか

３．既往洪水による検証

・過去の洪水記録等からの推定値とかけ離れていないか
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工事実施基本計画策定年 昭和５４年

工事実施基本計画策定年 昭和５４年

基本高水ピーク流量(2,600m3/s)

天神橋地点年 大2日雨量

天神橋地点年 大流量

足羽川天神橋地点

年 大流量等の経年変化年 大流量等の経年変化
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足羽川天神橋地点

天神橋地点流量確率計算結果

流量確率による検証流量確率による検証

蓄積された流量データを確
率統計処理し検証。1/150確
率規模の流量は、天神橋地
点 に お い て 1,900m3/s ～
2,900m3/sと推定。
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足羽川天神橋地点

（足羽川）
観測史上 大の平成16年7月の実績洪水について流域が湿潤状態にあったと考えら

れる昭和40年9月洪水と同じ湿潤状態を想定。
その結果、天神橋地点で3,200m3/sと推定。

基本高水 既往洪水に

ピーク流量 よる検証流量

1,900
～2,900

3,200

河川名 基準地点
流量確率に
よる評価

足羽川 天神橋 2,600

既往洪水による検証既往洪水による検証

20

足羽川天神橋地点

検証の結果、基
準地点天神橋に
おける基本高水
のピーク流量は
妥当である。 2,600m

3
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ダム規模の設定について

22
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分水施設

●

天神橋

1,800m3/s

足羽川ダム

部子川 水海川

天神橋地点 ２,４００m3/sを

１,８００m3/sに調節

足羽川ダム１川導水
＜整備計画＞

◇整備計画の目標流量◇整備計画の目標流量

24

ダム本体

部子川～水海川

水海川～足羽川

足羽川～割谷川

割谷川～赤谷川

工事内容 河川整備計画期間

部
子
川 水

海
川

→

←
足羽川ダム

◇整備計画期間中に整備するダム◇整備計画期間中に整備するダム
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天神橋地点２,６００m3/sを

１,８００m3/sに調節

足羽川ダム４川導水
＜基本方針＞

部子川 水海川

分水施設
天神橋

1,800m3/s

足羽川ダム

足羽川 割谷川 赤谷川

分水施設

●

◇基本方針の目標流量◇基本方針の目標流量

26

ダム本体

部子川～水海川

水海川～足羽川

足羽川～割谷川

割谷川～赤谷川

工事内容 次期河川整備計画期間以降河川整備計画期間

部
子
川 水

海
川
→

足
羽
川
→

割
谷
川
→

赤
谷
川
→

←
←←←

足羽川ダム

◇基本方針に対応するダム◇基本方針に対応するダム
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基本方針規模の洪水が発生した場合

と福井豪雨が再来した場合の比較

福井豪雨 基本方針対象降雨（１／１５０）

ダムを基本方針規模で造るメリットダムを基本方針規模で造るメリット

現況河道・施設の場合

浸水面積：約5,400ha

浸水家屋数：約51,000戸

浸水面積：約2,100ha

浸水家屋数：約33,000戸

28
基本方針対象降雨（１／１５０）福井豪雨

ダムを基本方針規模で造るメリットダムを基本方針規模で造るメリット

整備計画河道・施設を整備した場合

基本方針規模の洪水が発生した場合

と福井豪雨が再来した場合の比較

浸水面積：約2,000ha

浸水家屋数：約26,000戸
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基本方針対象降雨（１／１５０）福井豪雨

ダムを基本方針規模で造るメリットダムを基本方針規模で造るメリット

基本方針河道・施設を整備した場合

基本方針規模の洪水が発生した場合

と福井豪雨が再来した場合の比較

30

ダムを基本方針規模で造る必要性ダムを基本方針規模で造る必要性

 

 

■1時間降雨量が50mm以上、100mm以上になる年間延べ件数
(全国のアメダス地点 約1300カ所から)
時間雨量50mm以上の降雨の発生回数

時間雨量100mm以上の降雨の発生回数

福井豪雨のような局地的な集中豪雨の発生が多発

出典：水害の世紀（日経ＢＰ社）



31出典：水害レポート2004（日本河川協会）

32
出典：水害レポート2005（日本河川協会）

32
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時間雨量、日雨量で新記録更新（北海道平取町旭）時間雨量、日雨量で新記録更新（北海道平取町旭）

日雨量３５８ｍｍ（８月９日）

→これまでの記録の２．５倍
（これまでの記録は１４３ｍｍ：１９９２年８月９日）

→年平均雨量の３割強の雨が１日で降った
→日高支庁内で観測開始以来第１位の記録
→北海道内２２５箇所のアメダスで歴代３位

３５８ｍｍ／日３５８ｍｍ／日
・北海道内での日雨量の記
録のうち、３位、８位、１０位
を今回の豪雨で記録
・日雨量の第１位を記録し
た地点は、胆振・日高・十
勝・釧路の４支庁で合計９
箇所
・全国の１８箇所で日雨量
の記録を更新

北海道平取町で観測開始以来第１位の雨量を記録

時間雨量７６ｍｍ（８月９日午後９時～１０時）

→これまでの記録の２．２倍
（これまでの記録は３５ｍｍ：１９９２年８月９日）

→日高支庁内でも観測開始以来第１位の記録

２００３年８月９日夜、東北地方を北東に進んだ台風第１０号は、熱帯気団特有の暖かく湿った空気を北海道に送り
込み前線を非常に活発化させ、北海道日高地方では記録的な大雨となった。

各地で記録更新が続出

沙流川と門別町富川市街

記録的短時間大雨により沙流川で既往 高水位を更新

沙流川で水位（速報値）の新記録更新（平取・富川観測所）沙流川で水位（速報値）の新記録更新（平取・富川観測所）

沙流川　平取水位観測所の水位について
（速報値）

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00

水位（EL m）

平取観測所 水位

高水位

計画高水位

危険水位

高水位　　２８．３ｍ

計画高水位　２７．５５ｍ

危険水位　　２５．９ｍ

８月９日 ８月１１日８月１０日８月８日

速報値２８．３ｍ（８月１０日３：２０）平取水位観測所
→これまでの記録は２６．９０ｍ： １９９２年８月９日２１：００）

平取水位観測所の年別 高水位

○主な被害状況
（ ９月２５日 北海道まとめ）

死者行方不明者１１名、負傷者３名、全壊１８棟、半壊１３棟
床上浸水１２９棟、床下浸水４３８棟、避難勧告３，０５８世帯

観測開始：１９６８年

月日 時刻

1 28.3 Ｈ１５ 2003 8/10 3:20 １０分データを使用、速報値

2 26.90 Ｈ  ４ 1992 8/9 21:00 １時間データ

3 25.68 Ｈ１３ 2001 9/11 19:00 〃

4 25.67 Ｈ  ９ 1997 8/10 11:00 〃

5 25.12 Ｓ５０ 1975 8/24 6:00 〃

摘     要
年

発  生  日  時

平取観測所

順位 水  位

時間雨量、日雨量で新記録更新（福岡県太宰府市向佐野 ）時間雨量、日雨量で新記録更新（福岡県太宰府市向佐野 ）

日雨量３１５ｍｍ（７月１９日）

→これまでの記録の１．５倍
（これまでの記録は２１４ｍｍ：２００１年６月１９日）

→福岡県内のアメダスで歴代１位の記録

３１５ｍｍ／日

時間雨量１０４ｍｍ（７月１９日午後４時～５時）

→これまでの記録の１．４倍
（これまでの記録は７７ｍｍ： １９９９年６月２９日）

→福岡県内のアメダスで歴代２位の記録

福岡県太宰府市で観測開始以来第１位の雨量を記録

２００３年７ 月１８ 日から２１日にかけて九州北部に停滞した梅雨前線の影響により、
西日本で大気の不安定な状態が続き、各地で大雨が発生した。

34出典：河川事業概要2005 (日本河川協会） 34
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米国のハリケーン・カトリーナによる被害状況米国のハリケーン・カトリーナによる被害状況

35

36
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環境へ与える影響について

38

環境保全に対する基本的な考え方（案）環境保全に対する基本的な考え方（案）

ダム事業による環境への影響 小限に抑え
るため、法に基づく環境影響評価を実施し、事
業計画（案）の策定にあたっては、環境影響評
価の段階において重大な影響が認められる場
合には事業計画（案）へフィードバックし、再検
討を行っていきます。

また、事業・管理段階に移行した後も、モニタ
リング調査を実施していくこととします。
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（公告・縦覧）

（公告・縦覧）

事業の概要

調査等方法書

準備書の作成
(必要に応じ、事後調査を記載)

評価書の作成
(必要に応じ、事後調査を記載)

評価の修正

評価書の公告・縦覧

免許等

事業開始

意見（住民等）

意見（知事等）

必要に応じ技術的助言（主務大臣）

意見（住民等）

意見（知事等）

意見（環境庁長官）
↓

意見（主務大臣）

事後調査の実施 等

環境影響評価の流れ環境影響評価の流れ

現地
調査

事業の流れ 環境影響評価の流れ

事業特性及び地域特性

の把握

評価項目の選定

評価の方法の選定

調査

予測

評価

事業計画（案）

・概略構造

・工事計画の概要

等

環境保
全措置
の検討

40

保全措置の考え方保全措置の考え方

環境保全措置の３つの考え方

– 回避

• 重要な要素を保全するために、事業計画を変更して、
改変を避けること

– 低減

• 重要な要素を保全するために、事業計画を変更して、
改変を 小化すること

– 代償

• 重要な要素を保全するために、事業計画による改変が
避けられない場合に、代替の措置を講じること
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現地調査・文献調
査で確認された生
物

環境影響評価の対象
種

環境影響評価の対象
外

「影響がない・軽微」と言える
　　→保全措置なし、事後調査なし

「影響がない・軽微である」と言えな
い

保全措置の効果が確実でない場合
　　→事後調査の実施

●　工事中調査 ●　供用後調査

環境影響評価法の範疇による対処

ダム管理に係るフォローアップ制度による対処
ダム等の管理に係る
フォローアップ制度による対処

事業者の自主的判断による対処
法や制度による枠組みに頼れない期間：
　学識経験者等からのアドバイスを頂き対処

ダム事業行程
工事の許認可 工事の開始

評価書の公告・縦覧

試験湛水 供用開始

１年

●技術検討委員会等の設置
※　専門家等からなる技術的助言体制を整備

事後調査の実施事後調査の実施

42

60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

大気質 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

騒　音 ○ ○ ○

振　動 ○ ○ ○

調　査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

濁水(予) ○ ○ ○

水温(予) ○ ○

富栄養(予) ○ ○ ○ ○ ○

ＤＯ(予) ○

地形及び地質 ○ ○ ○ ○ ○ ○

哺乳類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥　類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

猛禽類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

両生類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

爬虫類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

昆虫類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

魚　類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

底生動物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

陸上植物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水生植物 ○ ○ ○ ○ ○

藻　類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生態系 ○ ○

景　観 ○

人と自然の場 ○

廃棄物等

旧足羽川ダム

足羽川ダム

注１)　水質の(予)は予測

注２)　平成13年までのデータについては、「平成13年度足羽川ダム環境影響総合比較検討業務」「平成13年度足羽川ダム生物調査業務(動植物の既往資料の整理)」でとりまとめ済

ダ　ム

昭　和 平　成

水　質

動　物

植　物

現地調査の実施状況①現地調査の実施状況①

環境影響評価の項目環境影響評価の項目
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現地調査の実施状況②現地調査の実施状況②

動植物相の確認種数動植物相の確認種数

文献調査 現地調査
動物
  哺乳類 7目 13科 23種 7目 14科 22種
  鳥類 16目 39科 108種 16目 39科 144種
  爬虫類 2目 6科 12種 2目 5科 11種
  両生類 2目 6科 15種 2目 6科 15種
  魚類 8目 14科 43種 7目 13科 46種
  陸上昆虫類 目 科 種 16目 238科 2579種
  底生動物 目 科 種 23目 88科 240種
  陸産貝類 4目 19科 75種 4目 19科 51種
植物 150科 1252種

動植物相の確認種数

44

現地調査の実施状況③現地調査の実施状況③

重要な種調査重要な種調査

現地調査で確認された「重要な種」

【動物】 鳥類： トモエガモ・ブッポウソウ・サンショウクイ 等

魚類： スナヤツメ・アカザ 等

昆虫類： ギフチョウ・ゲンゴロウ 等

貝類： モノアラガイ 等

【植物】 シダ植物： オオアカウキクサ 等

種子植物： ヤマシャクヤク・チョウジソウ 等

付着藻類： ベニマダラ 等

44



45

現地調査の実施状況④現地調査の実施状況④

猛禽類に関する調査猛禽類に関する調査

足羽川ダムの事業区域において、猛禽類の営巣が
確認されています。

ダム事業において、工事中の影
響を 小化するとともに、事業地
域を含めた広域的な地域におい
て、猛禽類の生息環境としてのポ
テンシャルを把握するために、生
息・分布に関する調査と行動圏調
査を実施しています。

46

現状で考えられる環境への影響現状で考えられる環境への影響

・ 導水路トンネルによる地下水への影響

・ 分水施設下流河川の環境変化

（土砂供給・河床攪乱 等）

・一時的な湛水部の出現による影響

（濁水・動植物 等）




